
● ひと言発言 打つ手は無限

● 税務 インボイス制度が始まります！

● 今知っておきたい相続の話 相続の準備

● 生命保険 「メディコム」の法人契約について

● 事務所からのお知らせ

● 営業カレンダー、休業のご案内

● あとがき

※　貴社（貴事務所）で回覧してください。
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打つ手は無限…

２０２０年新年からコロナ禍が始まって既に２年。

コロナ禍では中小企業の多くが倒産廃業する可能性があったため、世界各国

の政府は中小企業向けの様々な施策を実施してきました。

日本では、持続化給付金・休業協力支援金・雇用調整助成金・事業復活支援

金・無利子無担保融資等々です。

これらいろいろな公的な支援はありがたいものですが、自社で現状打破しな

ければ存続することはできません。この支援があるうちにピンチはチャンスと

捉え、現状維持ではなく、一歩でも二歩でも前に進むことが今一番大事なこと

の一つです。

日本政策金融公庫のホームページに、「コロナ禍に立ち向かう事業者の取り

組み」というサイトがありました。このコーナーでは、コロナ禍を乗り切ろう

と様々なアイデアや工夫を重ね、企業として持続的な効果をあげることができ

るような取組み事例が紹介されています（https://www.jfc.go.jp/n/corona-j

irei/）。

上記５つのジャンルで紹介されています。
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ぜひ、がんばっている中小企業の事例を知り自社の取り組みに生かしていき

ましょう。

打つ手は無限です。

当社も全力で支援させていただきます。

税理士 山 口 昇

今月のひと言発言は、当事務所のホームページ（http://www.yamanobo-zeir

ishi.jp/）に毎日更新中のコーナー「所長のひとりごと」）の４月５日掲載の

ものです。
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　インボイス登録手続きは令和５年３月３１日と１年を切って参りました。

　あっという間に１年が過ぎていきます。何を、いつ、どなたが、どうやって、

なぜ、やるのかをご確認いただき、令和５年１０月の開始に間に合うように準備を

進めてまいりましょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：堀 内 勇 一
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相 続

今知っておきたい相続の話

その２６『相続の準備』について

＜Ａ＞

相続はいつ発生するかわかりませんので、まず第一にしておくことは、

早めの準備が大事です。

具体的には・・・

＜Ｑ＞

私は75歳で、子供が2人おります(妻は既に他

界)。私自身に万が一のことがあった際の相続が

心配です。

どんな準備をしたらいいでしょうか。アドバイ

スをお願いします。

１．財産にどんなものがあり、その財産の価額がいくらか大まかに把握す

ること。

２．法定相続人がだれかの確認をすること。

３．相続税の基礎控除額がいくらになるかと、相続税が発生する場合その

大まかな税額。

４．遺産分けで揉めないための準備として遺言等の準備。

５．生前にできる相続税の軽減策の実施。
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１．財産について

① 預貯金

預貯金は当然ですが、生命保険契約で貯蓄性のあるものも対象となり

ます。

最近、現金をご自宅等で保管されているケースが多く見られますので、

現金として保管しているものがいくらあるのかないのかもあらかじめ調

べておくことも重要です。

② 不動産

土地については、市街地にある田や畑は、固定資産税評価が安くても、

相続税評価は宅地に準じた方法で評価しますので注意が必要（先日、田

畑について固定資産税評価額のまま計算されていて相続税がかからない

と思っていたところ、税務署からの問い合わせがあり期限後申告をされ

た方がいらっしゃいました）です。

２．法定相続人

夫婦２人暮らしで、子供さんがいらっしゃらない場合にご主人が亡くな

った場合の相続人は奥さんだけと勘違いしやすいですが、ご主人の親や兄

妹も相続人となるので注意が必要です。

３．基礎控除と相続税額

相続税の基礎控除は、3,000万円＋（法定相続人×600万円）です。

上記の事例では、3,000万円＋600万円×2人で、4,200万円となります。

仮に、相続財産が1億円だった場合、4,200万円を上回る5,800万円に対

して相続税が課されることとなります。

この場合の相続税の総額は770万円となりますので、相続開始後10ヶ月

以内に納税資金を用意する必要があります。

なお、養子縁組すると基礎控除が増えることとなります。
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４．揉めないための対策

どんなに仲のいい兄妹でも、相続が発生すると険悪な関係になる場合も

あります。

あらかじめ、遺言書を準備しておくことも大事です。遺言は一般的に「自

筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、出来れば 「公正証書遺

言」をおすすめいたします。

財産を残される人の意志を残すことは争いを回避することにつながりま

す。

５．相続税対策

相続税を軽減する方法は次の３つが考えられます。

①と②は、当たり前なことですが、③については、たとえば次の事前対

策が考えられます。

ａ．生命保険金等の非課税枠を利用する（法定相続人×500万円）

ｂ．生命保険金を一時所得として受け取る

ｃ．住宅等が老朽化している場合に、建て替えた場合は建物の財産評

価額が大幅に低下

ｄ．住宅の修繕等の実施

ｅ．生前に仏壇や墓地墓石の購入（非課税財産化） 等。

ちなみに、上記のａの事例です。

・今回の相談者が、ご本人が契約者・被保険者である一時払い生命保険

に加入する。

① 生前に使う

② 生前にあげる

③ 生前に財産の形を変える
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・受取人は、子供２人にそれぞれ死亡保険金500万円ずつ。

・死亡保険金500万円の場合の一時払い保険料（75歳）は、4,989,000円

（Ｎ社）

万が一、お父様が亡くなった場合は、子供それぞれに500万円の保険金

を受け取ることとなりますが、相続人１人当たり500万円が非課税となり

ます（他の保険金があればそれを含めての非課税枠となります）。

そして、この保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産となり、遺産

分割対象外となります。

上記のお尋ねの場合の事例では、保険料4,989,000円×2人分で、

9,978,000円分の預貯金が保険料として支払われたことにより、その分預

貯金が減ったことにより相続税が1,496,700円も減少することとなります。

※ いずれにしても、専門家に早めの相談が大事です。

当社は無料で相談を受け付けています。お気軽にご相談

ください。
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担当：伊 藤 寛 峻

経営者のための生命保険講座第２０８回

今回は、セコム損害保険の「メディコム」の法人契約についてです。

商品の概要は下記のとおりです。

全員加入を原則として、会社の福利厚生として保険料を経費にすることが出来ます。(厳

密な経理処理につきましてはご相談ください。）

役職員の皆様が安心して、「この会社で働けて良かった」、「さらに頑張っていこう」

と思えるような意識を持って頂くことも出来るかと思います。

詳しいご説明をご希望であったり、少しでも氣になることがございましたら、ぜひ弊社

または担当者までご相談ください。

こちらの保険は、個人契約だけでなく法人契約も可能です。
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● 相続無料相談会 当事務所 ２階 研修室

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

４　月 ５　月

◆◇　事務所からの
　　　　　　お知らせ　◇◆

※事前にご予約ください

（毎週土曜日 9:00～15:00） 開催日程とご都合があわない場
合は、日程を調整のうえ、対応
させていただきます。

◆◇　山口会計営業カレンダー　◇◆
赤は山口会計の休業日
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http://www.yamanobo-zeirishi.jp/　　　e-mail:yn@tkcnf.or.jp

発行　税理士法人 山口会計パートナーズ
加茂市旭町１５番３０号　TEL　0256-52-6869　FAX　0256-52-1674

チラシ折り込みます

お客様の広告チラシ等がございましたら、みどり通信発送先、すべてに無料で
同封いたします。お気軽にお申し付けください。
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